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研究成果の概要（和文）：犯罪被害者等への生活支援の方法論は未確立の状態にあった。本研究では、包括的な
犯罪被害者支援を行う手法として、犯罪被害者に適したトラウマ・ソーシャルワーク理論化と実践モデルの構築
を行うこととした。生活支援を行う民間支援団体の支援量・支援内容等の量的調査を行い支援の実態を確認し、
同時に、犯罪被害者らの生活支援のニーズを確認するため当事者にWEB調査を行った。その上で、犯罪被害者に
対する支援モデルの検証を行い、地方公共団体の犯罪被害者等総合対応窓口の職員らに向けて、トラウマ・ソー
シャルワークの支援方策についてのマニュアルを作成した。実践研究を通して、犯罪被害者等のための生活支援
の方法の確立に至った。

研究成果の概要（英文）：Nowadays, we have been focusing on giving livelihood support besides 
psychological support and legal support. But the methodology of livelihood support has not been 
established.In this study, to explore the livelihood support of crime victim assistance, a 
retrospective study was performed on a private victim support organization. In addition, we carried 
out a WEB survey to confirm the needs of livelihood support for victims of crime. 
We conducted a verification model (trauma-social work) of a livelihood support model by using the 
theory of social work for crime victims. In case the citizens suffer a crime, we prepare a manual 
for the staff of consultation desk on victim support in local public organization.Finally the way of
 livelihood support for crime victims was established.

研究分野： 精神保健福祉
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様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 

１．研究開始当初の背景 
（１）犯罪被害後に発症することのある
PTSD（外傷後ストレス障害）治療の側面か
ら、精神療法・心理療法の効果などの検証は
進んできた。しかしながら、犯罪被害者の中
には、精神的不調に伴い生活問題を有する者
たちがおり、それらへの支援については方法
論が確立していない。 
（２）被害者の生活支援では、被害者の司
法・生活・医療等のコーディネート業務を担
う人が不可欠であるが、支援を行う民間被害
者支援団体のスタッフだけでは、組織の数自
体が限られ、支援の幅も限られている。少し
でも多くの被害者に支援が行きわたるため
には、包括的な犯罪被害者支援を行える専門
性の高い技術とその枠組みが必要である。 
 
２．研究の目的 
本研究では、包括的な犯罪被害者支援を行

う手法としてソーシャルワークの活用をあ
げ、犯罪被害者に適したトラウマ・ソーシャ
ルワーク理論化と実践モデルの構築を行う
ことを目的においた。これらの知見を犯罪被
害者支援の支援現場に普及すると共に、学術
的な見地から、犯罪被害者支援の司法福祉領
域における学問的な地位の向上を目指すこ
とにも寄与する。 
 
３．研究の方法 
 上記目的を果たすためには、現在の犯罪被
害者支援を主に担う民間被害者支援団体の
支援の実際と、犯罪被害当事者自身の実態の
把握から、求められるべき支援の在り方につ
いて明らかにする必要がある。その上で、求
められるべき支援がトラウマ・ソーシャルワ
ークといえるものであれば、その理論家と実
践モデルの構築を行い、そのノウハウをしか
るべき機関で普及していく必要がある。以下
に、年度ごとの研究方法について記す。
  
（１）民間支援団体の支援量・支援内容等の
量的調査の実施を行い、被害者支援の実際を
把握する。対象を近年民間支援団体のケース
の大部分を占める性暴力被害者に焦点化し、
相談記録からのレトロスペクティブ調査を
行う。（1年目） 
（２）犯罪被害者らがどのような支援を、ど
のような時期に求めているのかについて WEB
調査を行い、被害者ニーズの実態に迫る。（2
年目） 
（３）（1）（2）の知見をもとに、犯罪被害者
に対するソーシャルワークの視点に基づく
支援モデルの検証（トラウマ・ソーシャルワ
ーク）と、その実践を行うのにふさわしい場
所の選定を行う。（3年目） 
（４）相談支援機関の一機関として、市町村
に相談支援状況の確定調査を行うとともに、
その現状に対して、（3）の知見を活かしたマ
ニュアルを作成、市区に配布し、地方公共団
体における被害者支援方法の普及啓発に努

める。（4年目） 
 
４．研究成果 
（１）民間被害者支援団体の状況 
民間被害者支援団体においてもっとも相談
件数の増加が見受けられる類型は性犯罪被
害になる。そこで、過去 5カ年の間に受けた
性犯罪被害児・者のケースに焦点をあてて、
それら相談ケースの記録のレトロスペクテ
ィブ調査を行った。本調査対象として 101 件
が該当したが、そのうち 6割以上が警察等か
らの支援要請によってサポートが開始され
ていた。被害者の平均年齢は18.8才であり、
未成年は母親が、成人は被害者本人が主な相
談者となっていた。本調査では、被害者らに、
男性恐怖、悪夢、夜泣き、フラッシュバック、
自傷行為、過呼吸、パニック発作、リストカ
ット、大量服薬、人格交代といった様々な症
状に関する訴えが示され、症状が深刻な場合、
学校や職場の頻回な欠席や、休職・休学、退
職・退学をせざるを得ない状況に陥っていた。
それらの者に、医療や法的対応、対処の方法
等の情報提供が行われていた。加えて、生活
の支障が生じている状況に対し生活支援が
求められていた。 

 
（２）犯罪被害者当事者の状況 
被害当事者の実態調査（WEB 調査）を実施し
た。調査期間は、2015 年 3月 6日-3 月 10 日
の 5 日とし、NTT コムオンライン・マーケテ
ィング・ソリューションにモニター登録して
いる者らを対象に、WEB 調査を実施した。そ
の結果、殺人・殺人未遂 11 名、傷害等の暴
力犯罪 34名、交通事故 401名、性犯罪 50名、
その他 15 名の計 511 名から回答を得た。結
果から明らかになったことは、現行の犯罪被
害者支の相談窓口や支援制度は、市民に周知
されておらず、実際の犯罪被害者の利用に至
っていないことであった。しかしながら、生
活の問題をもつ被害者は多く、とくに、早期
からの支援の必要性が調査から明らかにな
った。また、支援内容については、既存の福
祉制度でまかなうことのできるはずのホー
ムヘルプや障害者総合支援法の中の同行支
援等（買い物、通院、食事）のニーズが高く、
また、相談時に、専門の相談員が対応してく
れる体制確保や、プライバシーや経済的負担
への配慮、具体的な支援の実施、を被害者は
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図．性犯罪被害者の社会生活状況（未成年／成人） 



求めていた。なお、現支援体制ではもっとも
支援を行っていると考えられてきた民間被
害者支援団体から支援を受けた被害者は、3
人（0.6％）であった。相談した機関がない
と回答した犯罪被害者が多数であった。 

 
（３）トラウマ・ソーシャルワークの再検討 
 犯罪被害者支援における支援の在り方を
検討するため、犯罪被害者支援を行う地方公
共団体の相談窓口の相談員や、犯罪被害者の
市民運動家、研究者等が集まり、団体（くら
しえん：犯罪被害者等暮らし・支援検討会）
を立ち上げ、犯罪被害者支援における生活支
援の方策について検討を行った。その結果、
犯罪被害者等への支援において、高齢・障害
分野で先行しているようなケアマネジメン
ト手法が生活支援では効率的な方法である
と考えられた。しかしながら、犯罪被害者支
援分野でケアマネジメントを実施できる専
門職確保は急には難しく現実的ではないと
の結論に至った。同時に、被害当事者らが、
市民に身近な地方公共団体からの生活支援
を求めているとの知見から、市町村に支援の
方法論を伝えていく必要性が確認された。方
法論としては、総合対応窓口の対応能力とし
てトラウマ・ソーシャルワークのエッセンス
を織り込んだものが必要であるとの結論に
至った。 
（４）地方公共団体の相談支援状況 
最終年度では、実際に犯罪被害者等の対応

にあたる地方公共団体における総合的対応
窓口の全国調査を行った。都道府県・市区町
村における犯罪被害者等支援総合的対応窓
口の担当者を対象に、郵送にて調査協力の案
内を送付し、WEB 回答を依頼した。調査内容
は、地方公共団体や総合対応窓口担当者の属
性、過去の相談か所数、取り扱った被害事案、
連携先等であった。全体で 364 か所の地方公
共団体から回答（回収率 20.3%）が寄せられ
たが、そのうち、「過去おおよそ 1 年間で犯
罪被害に関わる相談があった対応窓口」は 60
か所（18.0%）であった。総合対応窓口の配
置されている部署は地域によってさまざま
で、対応する職員で、相談援助の業務経験あ
るいは資格（社会福祉士や精神保健福祉士、
臨床心理士、社会福祉主事など）がある者は
１割しかいなかった。扱ったことのある被害
事案は、暴行・傷害等被害が多かった。支援
を行う上で専門的な助言・指導を受ける体制

が講じられているところは 1割であった。 
これらの結果をもとに、施策上、今後犯罪

被害者等の相談を受けていく必要のある地
方公共団体の相談を受ける担当者に向けて、
地方公共団体の相談業務を行うのに適切と
考えられるソーシャルワーク支援の方法等
をまとめた冊子を作成し、全国市区に配布し
た。今後、地方公共団体における犯罪被害者
等支援の充実に向けて、普及啓発に努めてい
くことにしている。 
完成した冊子のタイトル名は、犯罪被害者

等相談支援マニュアル はじめて担当にな
ったあなたへ＜行政職員編（第一版）
（Http://kurashien.net/からダウンロード
可）である。 
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